
 

 

日本赤十字社企業年金基金財務及び会計規程 

 

 

第１章 総   則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、日本赤十字社企業年金基金（以下「基金」という。）の

財務及び会計に関する基準を定めて、基金の業務の適正、かつ能率的な運営

を図ることを目的とする。 

 

（趣旨） 

第２条 この規程は、基金の財務及び会計に関して、確定給付企業年金法（平

成１３年法律第５０号。以下「法」という｡）､ 確定給付企業年金法施行令

（平成１３年政令第４２４号。以下「施行令」という｡）､ 確定給付企業年

金法施行規則（平成１４年厚生労働省令第２２号。以下「施行規則」という。）

及び日本赤十字社企業年金基金規約（以下「規約」という｡）に定めるもの

のほか、必要な細目を定めるものとする。 

 

第２章 資産の管理 

第１節 通   則 

 

（資産の価格） 

第３条 基金の資産の価格は、別に定めがある場合を除いて年金経理において

は時価、業務経理においては適正な価格によるものとする。ただし、寄付又

は交換により取得した資産については、適正な評価額による。 

 

（資産の保管） 

第４条 基金の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければな

らない。 

 （１）現金、預金若しくは貯金の通帳又は預り証及びこれらに準ずる証書は、

厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。 

（２）有価証券は、銀行等に保護預けをしなければならない。 



 

 

 （３）不動産は登記をし、かつ土地については常時その境界を明らかにし、 

土地以外の不動産については、損害保険を付しておかなければならな 

い。 

 （４）その他の資産については、常に良好な状態において管理しなければな 

らない。 

 

（債権の放棄等） 

第５条 基金の債権は、その全部又は一部を放棄し、又はその効力を変更する

ことができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の

額を超えるとき、債権の効力の変更が明らかに基金に有利であるとき、その

他やむを得ない理由がある場合において代議員会の議決を経たときは、この

限りでない。 

 

（資産の交換等の制限） 

第６条 基金の資産は、この規程で定めるもののほか、その運用を目的とする

以外、原則として、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸

し付け、担保に供し、又は基金の給付の支払以外の支払い手段として用いて

はならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において代議員

会の議決を経たときは、この限りでない。 

 

第２節 債権の管理 

     

（掛金等債権の管理） 

第７条 法第５５条、規約第７５条、第７６条及び第７７条の規定による掛金

に係る債権の管理に関しては、この節に定めるところによる。 

 

（調査及び決定） 

第８条 理事長は、基金の債権が発生し、これを徴収しようとするときは、す

みやかに当該債権につき、法令及び規約に違反していないか等を調査、確認

し、適正であると認めたときは、その債権の額を決定しなければならない。 

 

（納付の告知） 



 

 

第９条 理事長は、前条の規定による債権の額を決定したときは、文書をもっ

て当該債務者に納付の告知をしなければならない。 

 

（督促） 

第１０条 理事長は、前条の規定による納付の告知をした債権が指定期限を経

過してもなお納付されないときは､規約第７９条の規定による督促状をもっ

て督促しなければならない。 

 

（不納欠損処分） 

第１１条 理事長は、規約第５３条の規定による債権が消滅したとき及びその

他の事由により徴収不能となったときは、基金が別に定める方法により不納

欠損処分をしなければならない。 

 

第３章 出  納  員 

        

（出納員の任命） 

第１２条 理事長は、職員のうちから出納員を任命し、取引の遂行、資産の保

管及び帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務を行わせることができる。 

２ 理事長は職員のうちから出納員補助者を任命し、前項の事務の補助を行わ

せることができる。 

 

（出納員の交替に伴う事務の引継ぎ） 

第１３条 出納員の交替があったときは、前任出納員は、交替の日の前日をも

って、残高試算表（様式第１３号）及び現金・預貯金現在高調書（様式第１

４号。以下「引継書」という。）並びに引継書類目録（様式第１５号）を作

成しなければならない。 

２ 前任出納員は、後任出納員の立会のうえ、総勘定元帳及び総勘定元帳補助

簿と引継書及び引継書類目録並びに資産及び預貯金の残高証明、器具及び備

品等の現物との照合を行い、引継書及び引継書類目録に引継年月日及び引継

ぎを終わった旨を記載し、両出納員が記名押印しなければならない。 

３ 出納員の死亡又はその他の事由により、前２項の規定による引継ぎをする

ことができないときは、理事長は、他の職員を命じて、事務の引継ぎを行わ



 

 

せなければならない。 

４ 前３項の規定による事務引継ぎをしたときは、当該関係書類を理事長に提

出して、その確認を受けなければならない。 

 

（出納員の事故報告） 

第１４条 出納員は、その取扱又は保管に係る資産又は帳簿を亡失したときは、

遅滞なく、亡失物件名、亡失年月日、金額、事由等を記載した亡失届を作成

し、理事長に報告しなければならない。 

２ 理事長は、前項の規定による報告を受けたときは、その事実を調査確認し

適切な措置を講じなければならない。 

 

第４章 契   約 

        

（契約の定義） 

第１５条 この規程による契約とは、法６６条の規定による積立金の運用に関

する契約及び規約第９８条の規定による業務の委託に関する契約以外の契

約をいう。 

 

（契約をすることができる者の制限） 

第１６条 契約は、理事長でなければこれをすることができない。 

 

（一般競争契約） 

第１７条 契約をする場合は、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格

を定め、競争入札に関する事項等を公告して申し込みをさせることにより競

争に付さなければならない。 

 

（指名競争契約） 

第１８条 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で、前条の競

争に付する必要がない場合及び同条の競争に付すことが不利と認められる

場合においては、指名競争に付するものとする。 

２ 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨

げない。 



 

 

 

（随意契約） 

第１９条 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争

に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場

合においては、随意契約によるものとする。 

 

（見積書） 

第２０条 随意契約をしようとするときは、なるべく２人以上の者から見積書

を徴さなければならない。 

 

（入札） 

第２１条 第１７条及び第１８条の規定による競争（以下「競争」という。）

は、入札の方法をもってこれを行わなければならない。 

２ 前項の規定による入札を行う場合においては、入札者に対して、その者の

提出した入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。 

 

（契約書等の作成） 

第２２条 競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定し

たときは、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その

他必要な事項を記載した契約書を作成し、これに契約当事者が記名押印しな

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、

契約書の作成を省略することができる。この場合においては、請書、見積書、

請求書等契約の事実を明らかにする書類を徴するものとする。 

 （１）契約金額が２００万円を超えない一般競争契約又は指名競争契約若し

くは随意契約をするとき。 

 （２）物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物

品を受け取るとき。 

 （３）第１号に規定するもの以外の随意契約による場合において、理事長が

契約書を作成する必要がないと認めるとき。 

 

第５章 出   納 



 

 

        

（現金出納の明確化） 

第２３条 出納員は、現金、有価証券の出納及び保管を厳正、かつ確実に行い、

現金出納帳に日々の出納を記録して、常に現金有高を明確にしなければなら

ない。 

２ 前項の規定により、現金出納帳と現金残高に不突合があるときは、その事

由及び不一致の金額を日計表の摘要欄に付記しなければならない。 

 

（現金の取扱い） 

第２４条 出納員は、毎日の出納事務締切り後、すみやかに、現金を取引金融

機関に預入しなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納事務

締切り後に収納した現金については、理事長に報告しなければならない。 

 

（手許現金の保有） 

第２５条 出納員は、常用の雑費で小口の現金を必要とするものの支払にあて

るため、手許に現金を保有することができる。 

２ 前項の場合において保有することができる現金は、１０万円を超えてはな

らない。 

 

（領収証書の交付） 

第２６条 出納員は、現金及び有価証券を収納した場合には、領収証書を相手

方に交付しなければならない。 

 

（領収証書の徴収） 

第２７条 出納員は、支払をした場合には、領収証書を相手方から徴さなけれ

ばならない。 

 

（収入金の受領委託） 

第２８条 理事長は、掛金等その他の収入金の受領を取引金融機関に委託する

ことが適当であると認めた場合には、取引金融機関に収入金の受領の委託を

することができる。 

 



 

 

（隔地払） 

第２９条 出納員は、隔地者に支払をする場合には、銀行口座振込又は郵便振

替により送金することができる。 

 

（前金払） 

第３０条 理事長は、賃借料及び保険料等前金払をすることが適当であると認

める経費については、前金払をすることができる。 

 

（概算払） 

第３１条 理事長は、旅費、その他概算払をすることが適当であると認める経

費については、概算払をすることができる。 

 

（物品の管理） 

第３２条 出納員は、物品の出納を確実に行い、常に良好な状態で使用するこ

とができるように管理しなければならない。 

 

第６章 経   理 

第１節 通   則 

 

（勘定区分、勘定科目及び予算の執行） 

第３３条 基金は、各経理単位ごとに、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費

用勘定及び収益勘定を設け、取引の整理を行わなければならない。 

２ 前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに別表第１に定めるとこ

ろによる。 

３ 業務経理の執行に関しては、毎事業年度の予算に基き執行するものとし、

勘定科目の中分類の予算額を超えて執行する必要があると認めた場合には、

理事長の承認を得たうえで、勘定科目相互間において予算変更（理事長専決

処分による予算流用をいう。）を行い、次の代議員会で報告し、その承認を

得なければならない。 

 

（預り金処理） 

第３４条 支払金で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの、



 

 

又は振出した小切手で、その振出年月日から１年を経過し、なお取引金融機

関に提示のないものは、預り金として処理しなければならない。 

 

第２節 帳   票 

 

（会計伝票） 

第３５条 取引は、すべて次に掲げる会計伝票によって処理しなければならな

い。 

（１）入金伝票  様式第１号 

（２）出金伝票  様式第２号 

（３）振替伝票  様式第３号 

 

（帳簿の種類） 

第３６条 基金は、総勘定元帳（様式第４号）及び総勘定元帳補助簿を備え、

経理単位ごとに、すべての取引を記入しなければならない。 

２ 前項の規定による総勘定元帳補助簿は、次のとおりとする。 

（１）現金出納帳    様式第５号 

（２）預貯金出納帳   様式第６号 

（３）有価証券台帳   様式第７号 

（４）固定資産台帳   様式第８号 

（５）借入金台帳    様式第９号 

（６）債権管理簿    様式第１０号 

（７）支出実績簿    様式第１１号 

（８）給付費等明細簿      

 

（帳簿の記入等） 

第３７条 前条の規定による帳簿の記入は、会計伝票又は日計(月計) 表（様

式第１２号）により行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、決算整理に関する総勘定元帳の記入は、決算仕

訳帳により行うものとする。 

 

（照合の責任） 



 

 

第３８条 出納員は、前条に規定する帳簿の記入について責任を負わなければ

ならない。 

２ 出納員は、毎月末日、総勘定元帳の口座の金額について、総勘定元帳補助

簿及び日計(月計) 表と照合し、記入の正確を確認しなければならない。 

 

第３節 決   算 

  

（財務諸表並びに事業報告書の作成及び報告） 

第３９条 出納員は、毎事業年度末日（以下「決算日」という。）において、

総勘定元帳及び総勘定元帳補助簿を締切り、更に施行規則第７１条及び第７

３条において準用される第６８条及び第７０条の規定により信託会社及び

保険会社から報告を受けた貸借対照表及び損益計算書に基づき、決算日現在

として決算整理をし、再度、総勘定元帳を締切り、経理単位ごとに、決算精

算表、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、及び次項各号に掲げる書類を

作成し６月３０日までに理事長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による各号に掲げる書類は、次のとおりとする。 

（１）積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額 

   との比較を示した書類 

（２）積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類 

 

（未収金及び未払金の処理） 

第４０条 収入金で、当該事業年度内に収納済とならなかったものについては、

これを未収金として整理するものとする。 

２ 支払金で、当該事業年度内に支払済とならなかったものについては、これ

を未払金として整理するものとする。 

（資産の減価償却） 

第４１条 基金は、固定資産台帳に登記された資産（土地及び土地に定着する

立木竹を除く、以下「減価償却資産」という。）については、決算日現在に

おいて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年３月３１日大

蔵省令第１５号。本条において「省令」という。）別表に定めるところによ

り減価償却を行うものとする。 

２ 前項の規定による減価償却の方法は、毎事業年度はじめの減価償却資産の



 

 

記帳価格（事業年度中に取得した減価償却資産は、その取得したときの記帳

価格）を基礎として、有形固定資産については定額法により個別償却を行い、

間接法により記帳し、無形固定資産については均分して償却し、直接法によ

り記帳するものとする。この場合における償却率は、省令別表に定めるとこ

ろによるものとする。 

３ 減価償却資産の残存価格は、法人税法施行令（昭和４０年３月３１日政令

第９７条）に定めるところにより、有形減価償却資産については１円とし、

無形減価償却資産については零とする。 

 

（資産の再評価） 

第４２条 減価償却資産以外の固定資産は、決算日現在において、再評価し、

帳簿価格を適正に修正しなければならない。 

 

第７章 業務経理の余裕金運用 

 

（余裕金運用の原則） 

第４３条 業務経理の余裕金の運用にあたっては、施行規則第１１４条の規定

によるほか、安全確実と認められる運用方法により行うものとし、売買によ

る収益の獲得を目的とした運用は極力避け、国内債券等で運用する場合は償

還期限に留意し、可能な限り満期保有で行うものとする。 

２ 業務経理の余裕金の運用に関する基金の責任者（以下「余裕金運用責任者」

という。）は、常務理事とする。 

 

（国内債券等での運用の範囲及び点検） 

第４４条 業務経理の余裕金を国内債券等で運用する場合の対象となる国内

債券等の範囲（投資基準）は、日本赤十字社会計規則（昭和４１年６月２５

日本達甲第４号）第４９条及び同施行細則の一部改正について（平成１５年

１１月２０日総務第１１０号の３）を準用する。 

 

（余裕金運用を行うときの手続き） 

第４５条 業務経理の余裕金の運用をする場合は、次の各号により行うものと

する。 



 

 

（１）投資（売買）に際して、理事会の事前承認を得ることにより行うこと。 

ただし、臨時急施を要する場合は、理事会に諮ることなく理事長の専 

決をもって決定することができる。 

（２）余裕金運用責任者は、運用状況（運用残高、内訳、保有債券等の信用 

格付等）を理事会へ報告すること。 

（３）余裕金運用責任者は、代議員会に対しても、理事会と同様に運用状況 

を報告すること。 

 

第８章 雑   則 

        

第４６条 この規程に基づく理事長の職務権限のうち、次の各号に掲げる事項

を常務理事に行わせることができる。 

 （１）第８条の規定による債権の調査及び決定 

（２）第１６条の規定による契約のうち定例的な事項等軽易な内容に係る 

契約 

 （３）第２４条ただし書の規定による保管現金の報告 

 

（会計規則等の準用） 

第４７条 この基金の財務及び会計は、この規程に定めるところによるものと

し、これに定めのないものについては、日本赤十字社会計規則（昭和４１年

６月２５日本達甲第４号）及び同施行細則（昭和４１年６月２５日本達丙第

１６号）を準用する。 

 

 附 則  

   この規程は、平成３０年７月１日から施行する。 

 附 則  

   この規程は、令和３年６月１５日から施行し、令和３年６月１日から適用

する。ただし、改元に伴う変更については、令和元年５月１日から適用する。 

 附 則  

   この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 附 則  

   この規程は、令和６年２月１５日から施行する。 



 

 

【註】別表第１ 略  

【註】様式第１号～１５号 略 


